
大

禽

抄

録

中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
露
清
貿
易

|
|
一
九
世
紀
前
半
を
中
心
に
|
|

野

田
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ロ
シ
ア
と
清
朝
の
あ
い
だ
の
商
業
関
係
は
、
キ
ャ
フ
ク
貿
易
に
代
表
さ
れ

て
き
た
が
、
士
円
く
は
ス
ラ
ト
コ
ア
ス
キ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
中
央
ア
ジ
ア

に
お
い
て
も
露
清
聞
を
隊
商
が
行
き
交
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

露
清
関
係
を
規
定
す
る
キ
ヤ
フ
タ
侠
約
が
禁
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

西
シ
ベ
リ
ア
と
新
彊
を
結
ぶ
隊
商
は
、
大
別
し
て
四
つ
の
ル

l
ト
に
よ
り
商

品
を
運
ん
で
い
た
。
商
業
活
動
に
従
事
し
て
い
た
者
も
多
岐
に
わ
た
り
、
ロ

シ
ア
籍
商
人
(
と
り
わ
け
タ
タ

I
ル
人
を
は
じ
め
と
す
る
ム
ス
リ
ム
)
、

コ
l
カ
ン
ド
(
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
)
商
人
、
カ
ザ
フ
遊
牧
民
な
ど
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
本
報
告
で
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
、
一
八
五
一
年
の
候
約
締

結
に
よ
り
、
清
朝
が
ロ
シ
ア
人
の
新
彊
北
部
に
お
け
る
自
由
な
取
引
を
認
め

る
ま
で
の
状
況
を
検
討
す
る
。

取
引
さ
れ
て
い
た
商
品
は
、
家
畜
、
茶
、
大
黄
、
絹
織
物
、
綿
布
、
銀
、

ア
ヘ
ン
、
ロ
シ
ア
製
品
な
ど
で
あ
り
、
と
く
に
清
か
ら
の
茶
の
輸
出
は
し
だ

い
に
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
非
公
式
の
取
引
で
あ
る
ゆ
え
に
、

正
確
な
取
引
高
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な

取
引
の
形
態
を
可
能
に
し
て
い
た
園
際
闘
係
の
総
躍
に
着
目
す
る
。
中
で
も
、

中
央
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
露
清
の
交
渉
の
存
在
は
、
こ
の
問
題
に
大
き
く
か
か

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
よ
う
。

ロ
シ
ア
帝
図
の
経
済
政
策
、
清
朝
の
塗
'
彊
統
治
、
コ

l
カ
ン
ド
商
人
ら
の

隊
商
交
易
の
三
者
が
重
な
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
地
域
の
貿
易
を
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
地
理
的
に
そ
の
中
心
に
位
置
し
た
が
た
め
に
、
仲

介
や
略
奪
等
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
閥
興
し
て
い
た
カ
ザ
フ
の
役
割
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
も
覗
野
に
入
れ
て
い
る
。

八
旗
に
お
け
る
清
朝
皇
帝
と
旗
王
の
側
近
た
ち

鈴

木
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員

清
朝
の
軍
事
・
枇
曾
制
度
で
あ
る
八
旗
に
お
い
て
、
入
閣
後
の
八
旗
は
皇

帝
塵
下
の
上
三
旗
と
各
旗
王
座
下
の
下
五
旗
と
に
わ
か
れ
、
ま
た
各
旗
に
は

満
洲
・
蒙
古
・
漢
軍
の
別
が
あ
っ
た
。
一
般
に
八
旗
の
基
礎
車
位
で
あ
る
ニ

ル
は
旗
分
ニ
ル
(
四

E
2
E
E
)
と
ボ

l
イ
川
ニ
ル

P
O
O
H
E
E
)
と
に
匝

分
さ
れ
、
上
三
旗
の
ボ
l
イ
川
ニ
ル
は
内
務
府
に
、
ド
五
旗
の
そ
れ
は
各
王

府
に
開
局
す
る
。
そ
し
て
『
八
旗
通
志
』
で
は
、
満
洲
の
ボ

1
イ
川
ニ
ル
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
漢
人
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
包
衣
ニ
ル
も
、
す
べ
て
満
洲

の
「
旗
分
志
」
の
末
尾
に
附
さ
れ
て
い
る
。

本
報
告
で
は
、
こ
う
し
た
包
衣
が
、
入
開
後
(
と
く
に
康
照
l
潅
正
朝
)

に
お
い
て
、
皇
帝
や
旗
王
の
下
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
り
、
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
の
考
察
を
行
う
。
包
衣
は
主
(
上
三
旗
包

衣
な
ら
皇
帝
、
下
五
旗
包
衣
な
ら
各
旗
王
)
へ
の
従
属
度
が
高
い
と
さ
れ
る
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が
、
か
れ
ら
は
科
奉
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
た
し
、
巡
撫
や
大
向
学
士
な
ど
の

額
官
に
就
い
た
者
も
少
な
か
ら
ず
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
潅
正
朝
に
お
け
る

「
ニ
ル
二
一
分
法
」
で
は
、
「
動
奮
ニ
ル
」
と
認
定
さ
れ
る
ボ

l
イ
u
ニ
ル
も
あ

っ
た
。
さ
ら
に
上
三
旗
の
包
衣
が
属
す
る
内
務
府
に
は
、
一
般
の
旗
人
で
は

あ
る
が
代
々
内
務
府
関
係
の
ポ
ス
ト
に
就
任
し
て
い
る
氏
族
も
お
り
、
か
れ

ら
の
一
部
は
包
衣
に
身
を
置
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
氏
族
を
母
系
に

も
つ
羅
正
帝
の
殺
極
が
、
包
衣
と
い
う
存
在
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
の
か
と
い
う
問
題
も
、
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

シ
ェ
イ
プ
・
フ
ア
ズ
ロ
ッ
ラ

1
・
ヌ

1
リ

l
の

シ
ャ
リ

1
ア
法
廷
蓋
帳

近

膝

彰

一
九
世
紀
イ
ラ
ン
の
法
廷
制
度
に
関
す
る
研
究
は
、
近
年
急
速
に
研
究
が

進
展
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
て
き
た
の
は
、
主
に
法

廷
で
作
成
さ
れ
た
読
書
や
法
廷
か
ら
愛
せ
ら
れ
た
法
裁
定
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
が
断
片
的
で
、
一
つ
の
法
廷
の
活
動
の
全
際
像
を
示
す
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
。
報
告
者
は
こ
れ
を
補
う
べ
く
、
法
廷
の
活
動
記
録
と
も
い
え
る
シ
ヤ

リ
I
ア
法
廷
塁
帳
を
文
書
館
・
園
書
館
等
で
探
し
求
め
て
き
た
が
、
入
手
で

き
た
の
は
二

O
世
紀
初
頭
に
闘
す
る
も
の
の
み
で
あ
っ
た
。

二
O
O七
年
二
月
に
エ
ツ
テ
ハ
|
デ
イ
エ
女
史
ら
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た

『
シ
ェ
イ
プ
・
フ
ア
ズ
ロ
ッ
ラ

1
・
ヌ

1
リ
1
の
シ
ャ
リ

1
ア
法
廷
に
て
』

は
こ
の
意
味
で
劃
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
個
人
裁
の
史
料
に
は
首
時
テ

ヘ
ラ
ン
で
有
力
ウ
ラ
マ

1
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
の
人
物
の
法
廷
で
行
わ
れ
た

一
八
八
六
年
か
ら
一
八
八
九
年
ま
で
の
聞
の
一
四

O
O件
以
上
の
法
務
活
動

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
蓋
帳
を
統
計
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
の
法

廷
で
ど
の
よ
う
な
活
動
が
主
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
法
廷
に

あ
ら
わ
れ
た
の
か
、
法
廷
の
管
轄
地
域
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
と

い
っ
た
問
題
に
迫
り
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
オ
ス
マ
ン
朝
下
の

諸
地
域
に
闘
し
て
の
み
行
わ
れ
て
き
た
シ
ャ
リ
l
ア
法
廷
墓
帳
研
究
に
、
新

た
な
比
較
の
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
る
。

回
当
U
H
凶
月
ペ
リ
冨
岳

E
ロ吋

|
|
一
回

l
会
六
世
紀
ペ
ル
シ
ア
語
文
献
中
の
難
解
語
|
|
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里子

牛
口

一
四

1
一
六
世
紀
の
ペ
ル
シ
ア
語
の
フ
ア
ル
マ

l
ン
(
勅
令
)
や
イ
ン
シ

ャ
l
文
献
に
は
出
当
日
)
一
四
月
J

へ
と
綴
ら
れ
て
い
る
と
思
し
き
請
が
散
見
す
る
。

こ
の
語
が
〈
三

E
R印
訂
に
よ
り
初
め
て
三
円
及
さ
れ
た
の
は
今
か
ら
竿
世

紀
前
の
こ
と
で
あ
る
。
戸ζ向
Eo2H印件

rz吋可
『
は
讃
み
.
音

こ
の
語
に
封
し
て
、
留
保
つ
き
な
が
ら
ひ
と
ま
ず
ア
ラ
ピ
ヤ
語
の
「

5
5

与
包
同
〈
そ
れ
は
、
水
久
な
り
〉
と
解
緯
し
、
直
後
に
他
の
傍
詮
も
添
え
て
自

ら
の
見
解
に
確
信
を
得
た
。
た
だ
、

Z
5
0
5
Z
論
文
に
載
る
フ
ア
ル
マ
l

ン
の
克
己
呉
版
は
文
書
全
健
を
収
め
ず
、
肝
心
の
こ
の
語
の
綴
り
は
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
呂
E
C
H印
写
以
後
こ
の
語
に
関
説
し
た
研
究
者
と
し
て

は
、
]
〉
戸
}
)
H
P

切
の
呂
田
H
P
P
O

同
O
H
H
白山口
H
Y

の

り
0
2
H
O
ア
メ
ー
「
(
山
口
-



国

2
2ロ
H
A

当日明
H

a

]

同
日
当
D
o
r甲
山
女
藤
志
朗
と
い
っ
た
鋒
々
た
る
顔
ぶ
れ

の
名
が
奉
げ
ら
れ
る
が
、
問
題
の
訴
は
そ
の
解
轄
を
め
ぐ
り
一
様
に
こ
れ
ら

の
研
究
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
。
だ
が
白
編
の
辞
書
中
に
こ
の
訴
を
立
項
し
た

ロ
0
2
H
2
が
疑
問
符
っ
き
と
は
い
え
、
こ
れ
を
モ
ン
ゴ
ル
語
の

E
L日
吉
ロ

〈閃
S
E問。印円
}
H
E
r
-
Z
H仲
間

HHHH己
主

r
ロ
2
5ロ
〉
と
解
調
停
し
て
以
降
、
上

記
の
君
。
。
含
も
〈
(
君
主
L
E
m
)
問
忘
〉
と
す
る
な
ど
、
最
近
で
は
り
0
2『

2

説
に
落
ち
着
い
た
感
が
あ
る
。
本
報
告
で
は
原
文
を
掲
げ
つ
つ
あ
ら
た
め
て

諸
氏
の
見
解
を
ふ
り
返
り
、
そ
の
L
L

で
こ
れ
ま
で
の
説
と
は
別
の
解
穫
の
提

示
を
試
み
る
。I~ 

中)
岡年
日代
主に
建お
園け
舎る
の

2出
荷量
争産
か階
ら級
ラ些 L-

~に

1: 
7J~ 

~~ 

男

毛
揮
東
が
「
新
民
主
主
義
論
」
で
定
式
化
し
た
よ
う
に
、
抗
戦
期
か
ら
内

戦
期
に
か
け
て
、
中
国
共
産
黛
は
中
小
の
私
営
商
工
業
者
を
中
心
と
す
る

「
民
族
資
産
階
級
」
を
、
中
岡
革
命
の
捨
い
手
の
一
翼
に
位
置
づ
け
た
。
し

か
し
な
が
ら
中
H

幸
人
民
共
和
岡
成
立
蛍
初
の
「
一
一
一
反
・
五
反
運
動
」
を
経
て
、

五
六
年
の
「
剥
舎
主
義
改
造
」
、
翌
年
の
「
反
右
汲
闘
争
」
に
よ
っ
て
、
「
民

族
資
崖
階
級
」
の
経
済
的
・
政
治
的
な
力
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
伏
流
さ
せ
ら
れ

た。
黄
炎
培
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
民
主
建
園
舎
(
以
下
、
民
建
)
は
、
会
九
四

五
年
末
に
重
慶
で
成
立
し
た
。
こ
の
小
黛
振
に
は
上
海
か
ら
四
川
省
に
移
っ
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た
「
民
族
資
産
階
級
」
と
、
そ
の
立
場
を
理
論
的
に
代
競
し
よ
う
と
し
た
章

乃
器
や
施
復
亮
な
ど
の
知
識
人
が
結
集
し
た
。
共
和
園
成
立
後
は
、
「
民
族

資
産
階
級
」
が
中
共
の
政
策
を
固
滑
に
受
け
入
れ
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を

期
待
さ
れ
た
。

本
報
告
で
は
民
建
の
指
導
者
の
う
ち
、
と
り
わ
け
章
乃
器
に
着
目
す
る
。

と
い
う
の
も
、
彼
は
も
と
も
と
銀
行
家
で
あ
り
、
岡
氏
黛
の
抑
墜
に
耐
え
な

が
ら
抗
日
淫
動
を
唯
一
め
、
中
国
の
愛
岡
主
義
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
と
な
り

な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
共
産
黛
に
よ
っ
て
右
派
分
子
と
し
て
徹
底
的
に
批

判
さ
れ
る
と
い
う
経
歴
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヰ
早
乃
器
の
議
論
と
彼

に
針
す
る
批
判
空
意
味
を
一
九
三

O
l
五
0
年
代
の
政
治
過
程
の
な
か
で
検

討
す
る
こ
と
は
、
「
民
族
資
産
階
級
」
の
側
か
ら
中
園
の
枇
曾
主
義
の
特
質

を
考
え
る
基
礎
作
業
の
ひ
と
つ
と
な
ろ
う
。
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清
代
の
指
納
制
度
と
官
僚
の
懲
戒
庭
分
制
度

|
|
指
復
と
そ
の
周
透
|
|

伍

E翠

惇
統
中
岡
官
僚
制
度
の
特
徴
の
一
つ
は
、
濁
自
に
愛
達
し
た
監
察
制
度
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
…
債
大
な
岡
土
や
多
数
の
人
民
を
支

配
し
た
停
統
中
国
の
矯
政
者
は
、
そ
の
支
配
に
直
接
か
か
わ
る
官
僚
の
管
理

と
叫
院
督
の
問
題
に
つ
い
て
、
関
係
規
定
を
設
け
る
な
ど
官
僚
監
察
シ
ス
テ
ム

を
整
備
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
。
こ
れ
に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
は
か
な
り

厚
い
も
の
で
あ
る
が
、
行
政
の
一
環
と
し
て
日
常
的
に
行
わ
れ
た
官
僚
の
懲
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戒
虎
分
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
は
や
や
少
な
い
感
が
あ
る
。

清
朝
園
家
は
、
官
僚
懲
戒
虎
分
制
度
を
整
備
す
る
と
同
時
に
、
指
納
制
度

の
な
か
で
「
掲
復
」
の
関
係
規
定
も
設
け
る
こ
と
に
し
た
。
損
納
制
度
と
は
、

凶
家
が
任
官
資
格
や
園
家
の
祭
典
お
よ
び
官
僚
人
事
手
績
き
を
規
定
に
し
た

が
い
責
り
山
川
し
、
人
民
や
官
僚
に
購
入
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
。
指
納
制
度
は
、

長
い
歴
史
を
持
ち
、
利
用
者
の
庶
民
性
や
利
用
時
期
の
長
期
性
な
ど
の
特
性

を
有
す
る
強
靭
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
金
銭
で
人
事
を
動

か
し
、
祉
曾
移
動
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。

官
僚
が
庭
分
を
受
け
た
場
合
、
指
納
制
度
の
指
復
規
定
を
利
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
い
庭
分
の
取
消
し
、
も
し
く
は
庭
分
の
軽
減
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

掲
復
は
、
受
け
た
懲
戒
庭
分
を
金
銭
で
取
り
消
せ
る
と
い
う
黙
か
ら
す
れ
ば
、

一
般
の
指
納
よ
り
官
界
や
利
舎
に
輿
え
る
志
影
響
は
甚
大
な
も
の
だ
っ
た
に

達
い
な
い
。
し
か
し
、
清
朝
時
代
の
矯
政
者
は
、
そ
の
弊
害
を
知
り
な
が
ら
、

指
復
規
定
の
整
備
を
は
か
っ
た
。

本
愛
表
は
、
指
復
と
官
僚
懲
戒
底
分
制
度
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
う

え
、
惇
統
中
園
、
と
り
わ
け
清
朝
時
代
に
お
け
る
官
僚
支
配
の
政
治
哲
墜
を

考
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

明
初
洪
武
年
聞
の
都
城
建
設
に
つ
い
て

|
|
南
京
と
中
都
|
|

新

宮

皐

明
の
太
租
朱
一
川
湾
は
、
王
朝
の
創
設
に
あ
た
り
金
陵
(
の
ち
の
南
京
)
を

都
と
す
る
南
京
H
H

京
師
龍
制
を
と
っ
た
。
こ
の
龍
制
は
、
靖
難
の
役
を
お
こ

し
帝
位
を
宴
奪
し
た
、
水
梁
帝
が
南
京
・
北
京
の
雨
京
刷
版
制
を
創
始
し
て
北
京

選
都
に
む
け
た
舵
を
取
る
と
、
大
き
な
饗
更
を
迫
ら
れ
た
。

た
だ
洪
武
・
建
文
と
績
い
た
南
京
l
京
師
髄
制
白
慎
も
、
そ
の
常
初
か
ら

確
固
と
し
て
定
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
洪
武
二

年
九
月
の
時
貼
で
洪
武
帝
が
南
京
に
加
え
て
郷
里
の
臨
濠
(
の
ち
の
鳳
陽
)

を
中
都
と
定
め
る
に
あ
た
り
、
相
談
に
預
か
っ
た
老
臣
た
ち
が
南
京
や
中
都

以
外
に
も
長
安
、
洛
陽
、
沖
京
、
北
平
を
候
補
地
と
し
て
翠
げ
て
い
た
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
洪
武
期
の
南
京
と
中
都
の
都
城
建
設
過
程
を

た
ど
る
と
、
①
第
一
次
南
京
建
設
期
、
②
中
都
建
設
期
と
そ
の
中
止
、
③
第

二
次
南
京
建
設
期
に
、
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
洪

武
年
聞
は
、
モ
ン
ゴ
ル
一
川
朝
に
よ
っ
て
新
た
に
撮
大
さ
れ
た
中
H

幸
世
界
に
お

い
て
、
あ
ら
た
め
て
惇
統
的
規
範
の
確
立
が
洪
武
帝
に
よ
り
強
力
に
進
め
ら

れ
る
と
と
も
に
、
都
城
の
選
揮
と
建
設
が
繰
り
返
さ
れ
た
都
城
建
設
ラ
ッ
シ

ュ
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。

本
報
告
で
は
、
従
来
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
南
京
の
外
郭

城
の
存
在
に
着
目
し
、
洪
武
帝
が
そ
の
治
世
の
晩
年
ま
で
績
け
て
い
た
南
京

の
都
城
建
設
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
に
建
設
さ
れ
た

中
都
城
や
南
京
城
の
都
城

0

フ
ラ
ン
が
そ
の
後
の
北
京
城
に
輿
え
た
影
響
に
つ

い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。
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北
貌
に
お
け
る
北
方
民
族
の
「
漢
化
」
が
、
ど
の
よ
う
に
起
こ
り
、
い
か

な
る
歴
史
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
|
|
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考

古
資
料
を
も
と
に
考
察
す
る
こ
と
が
本
務
表
の
目
的
で
あ
る
。
考
古
資
料
か

ら
北
貌
の
「
漠
化
」
を
み
る
と
、
お
よ
そ
二
つ
の
大
き
な
劃
期
が
あ
る
。
第

一
は
太
組
道
武
帝
に
よ
る
一
小
城
遷
都
で
あ
り
、
第
二
は
高
姐
孝
文
帝
に
よ
る

漠
化
政
策
と
洛
陽
遷
都
で
あ
る
。
平
城
の
初
期
に
お
い
て
、
宮
殿
の
屋
根
を

飾
っ
た
の
は
、
十
六
園
の
影
響
を
色
濃
く
残
し
た
文
字
瓦
常
だ
が
、
孝
文
帝

の
太
和
年
間
に
平
城
で
管
ま
れ
た
宮
殿
や
明
堂
に
使
用
さ
れ
た
瓦
首
は
、
南

朝
の
影
響
を
受
け
つ
つ
北
貌
が
濁
肖
に
生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
洛
陽

遷
都
直
前
の
一
小
城
で
は
、
都
城
プ
ラ
ン
を
大
き
く
愛
更
し
た
だ
け
で
な
く
、

外
観
の
上
で
も
そ
れ
ま
で
と
大
き
く
異
な
る
建
物
が
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

墓
制
を
み
る
と
、
平
城
時
期
に
は
西
向
き
の
墓
が
多
数
を
占
め
る
が
、
東
西

方
向
の
慕
は
凶
安
な
ど
の
十
六
園
墓
に
も
多
く
、
北
貌
以
後
に
流
行
す
る
梯

形
の
木
棺
と
あ
わ
せ
て
、
十
六
園
の
葬
俗
を
北
貌
が
惜
継
承
し
た
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
洛
陽
遷
都
直
前
に
な
る
と
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
墓
が
南
向
き
に
統
一
さ

れ
、
墓
宗
構
造
や
墓
誌
の
形
式
も
劃
一
的
に
な
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
皇
帝

陵
を
頂
貼
と
し
た
墓
葬
制
度
の
整
備
が
想
定
で
き
る
が
、
墓
室
形
態
な
ど
個

別
の
要
素
で
は
、
貌
耳
口
代
の
葬
削
に
源
流
を
求
め
う
る
例
が
少
な
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
平
城
の
初
期
に
お
け
る
「
漠
化
」
は
、
十
六
図
の
文

化
に
多
く
依
嫁
し
て
い
る
の
に
封
し
、
洛
陽
遷
都
前
後
に
お
け
る
「
漠
化
」

と
は
、
貌
耳
目
の
奮
制
や
南
朝
文
化
を
参
照
し
つ
つ
新
た
に
生
み
だ
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

唐
代
内
附
民
族
封
象
規
定
の
再
検
討

|
|
天
聖
令
・
開
元
二
十
五
年
令
よ
り
|
|

石

ネ谷

見

主
円

先
に
報
告
者
は
、
多
民
族
複
合
凶
家
と
し
て
の
唐
王
朝
の
あ
り
方
を
考
察

す
る
た
め
、
唐
・
賦
役
令
逸
文
に
見
え
る
「
租
調
役
負
捨
民
」
以
外
の
課
税

形
態
を
分
析
し
た
。
取
り
上
げ
た
規
定
は
、
①
附
貫
・
給
復
十
年
規
定

(
『
唐
令
拾
遺
」
賦
役
令
第
十
六
候
)
、
②
夷
秋
招
慰
・
給
復
三
年
規
定
(
同

第
十
七
係
)
、
③
銀
銭
・
輪
羊
規
定
(
同
第
六
候
)
で
あ
り
、
分
析
の
結
果
、

①
は
外
蕃
人
が
蹄
化
し
て
一
般
百
姓
と
な
る
形
態
、
②
は
透
境
集
落
民
が
新

た
に
唐
の
支
配
下
に
入
っ
た
場
合
、
③
は
銀
銭
H
都
市
在
住
ソ
グ
ド
人
、
輪

羊
U

遊
牧
系
罵
康
州
民
を
封
象
と
し
た
規
定
、
と
考
え
た
。

と
こ
ろ
で
近
年
、
中
岡
寧
波
「
天
一
閤
」
寂
「
北
宋
・
天
聖
令
」
潟
本
に

よ
っ
て
唐
・
開
元
二
十
五
年
賦
役
令
の
復
原
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
新
史
料
を
見
る
と
、
上
記
①
②
は
同
一
候
文
中
に
規
定
さ
れ
、
し
か
も

②
「
夷
秋
」
は
「
夷
猿
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
「
夷
猿
」
と
は
剣
南
遁
や
嶺

南
道
に
分
布
す
る
民
族
を
指
し
、
上
記
②
は
新
た
に
唐
の
支
配
下
に
入
っ
た

彼
ら
を
到
象
と
し
た
規
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
夷
秋
」
と
記
し
た

の
は
『
令
集
解
」
浸
落
外
蕃
候
所
引
の
「
士
n
記
」
で
あ
り
、
原
文
が
「
夷
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猿
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
古
代
史
で
想
定
さ
れ
る
「
華
夷
秋
化

外
」
と
い
う
同
心
国
的
構
造
の
根
擦
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
上
記

③
の
規
定
は
、
天
聖
令
に
は
全
く
見
え
な
い
。
同
規
定
が
武
徳
七
年
令
・
閲

元
七
年
令
に
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
唐
建
園
後
一
世
紀
以
上
を
経
過

し
て
、
③
の
封
象
者
は
規
定
上
、
一
般
百
姓
も
し
く
は
「
遼
遠
諸
州
雑
類
」

の
形
態
に
包
含
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

唐
代
前
期
の
財
政
的
物
流
と
帝
国
編
成

渡

遺

信
一
郎

本
報
告
で
一
言
、
つ
帝
園
と
は
、
外
部
諸
地
域
に
釘
し
て
軍
事
的
掻
張
傾
向
を

も
っ
園
'
ゑ
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
古
代
史
上
に
あ
っ
て
、
軍
事
的
擦
張
傾
向

を
も
っ
典
型
的
な
帝
園
は
、
漢
と
唐
と
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
こ
の
軍
事
的

撮
張
傾
向
が
、
岡
内
の
い
か
な
る
契
機
に
よ
っ
て
必
然
化
さ
れ
る
の
か
を
問

う
こ
と
で
あ
る
。
唐
代
前
期
王
朝
は
、
圏
内
の
政
治
的
軍
事
的
諸
契
機
に
よ

っ
て
中
心
周
遺
構
造
を
も
っ
内
的
編
成
を
確
立
し
、
こ
の
中
心
周
遺
構

造
の
外
部
展
開
を
つ
う
じ
て
帝
固
化
し
た
。
唐
代
前
期
の
政
治
的
軍
事
的
内

部
編
成
を
特
徴
付
け
る
諸
装
置
の
う
ち
、
本
報
告
で
は
、
全
園
土
に
設
置
さ

れ
た
都
督
府
と
そ
れ
を
擦
黙
と
し
て
編
成
さ
れ
た
軍
事
的
財
政
的
物
流
を
と

り
あ
げ
て
考
察
す
る
。

唐
代
前
期
の
軍
制
は
、
府
兵
衛
士
を
兵
種
と
す
る
十
二
街
府
折
衝
府
系
統

と
防
人
を
基
本
兵
種
と
す
る
都
督
府
州
鎮
系
統
と
の
二
系
統
の
軍
隊
に
よ
っ

て
編
成
さ
れ
た
。
折
衝
府
か
ら
の
府
兵
衛
士
番
L
L

に
よ
る
宿
衡
中
央
軍
の
編

成
と
諸
州
百
姓
の
中
か
ら
上
番
す
る
防
人
に
よ
る
遺
州
都
督
府
・
鎮
・
成
生
寸

の
透
境
防
衛
諸
軍
の
編
成
と
は
、
そ
れ
白
飽
が
濁
白
の
中
心
周
遺
構
造
を

も
っ
軍
事
編
成
で
あ
る
。
こ
の
軍
事
編
成
は
、
兵
士
と
軍
需
物
資
の
調
達
を

必
須
と
し
、
濁
自
の
財
務
運
街
並
び
に
財
政
的
物
流
の
編
成
を
促
し
た
。
こ

の
財
務
運
航
宮
と
物
流
編
成
の
構
造
的
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
を
?
っ
じ
て
唐

帝
園
の
必
然
性
を
探
求
す
る
こ
と
が
、
本
報
告
の
目
的
で
あ
る
。
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